
自民党・憲法改正草案大綱（第二次案） 

（憲法改正起草委員会暫定草案 平成１６年１２月６日） 

 

はじめに～基本的考え方～ 

 
〔日本国憲法に対する評価〕 日本国憲法（昭和21年憲法）は、国民主権、基本的人権の尊

重及び平和主義の三つをその基本的原理としている。この日本国憲法が、我が国の民主主義

国家としての戦後の発展の基礎を再構築する上で非常に大きな役割を果たしてきたことに

ついては、これを高く評価すべきであり、また、その三つの基本的原理については、今後と

もこれを維持・発展していくべきであることは、ここで改めて再確認しておく必要がある。 
 ※ 憲法改正を話題にするときに、いまだに見られる「復古的」との誤解を完全に払拭するためにも、また、あ

くまでも今回の憲法改正が、現行憲法の「発展」であることを明確にするためにも、現行憲法の三つの基本的原理

は今後とも維持することを、冒頭で宣言したものである。 
 
〔日本国憲法施行60年間の我が国社会の歪み〕 しかし、これらの基本的原理が理念として

定着する一方で、これらが誤解され、経済発展至上主義や極端な利己主義、偏狭な一国平和

主義を助長するなどさまざまな歪みを露呈してきていることも事実である。そして、日本国

憲法施行後６０年近くを経た内外の諸情勢の変化等にかんがみるとき、これからの我が国の

進むべき方向性を指し示した新たな国家像を、国家の基本法であり、国民自らが制定する「憲

法」の中にこそ盛り込むべきではないか----このことの必要性を痛感する次第である。 
 ※ つまり、この憲法草案作成の基本的な姿勢は、復古的なもの（戦前回帰）ではなくて、徹底的に未来志向の

姿勢なのであり、今日までの我が国の歴史を直視した上で、その悪しきを反省し、良きものは後世に伝えていこう

というもの（歴史を全否定も全肯定もしないで、素直に歴史に学ぶ姿勢）であることを、ここで改めて強調してい

るものである。 
 
 このようなことを踏まえて、私たちの考える新しい国家像(憲法像)の理念を提示すれば、

それは次のようなものである。 
 
〔新しい国家・憲法像①～「国柄」を踏まえた憲法を～〕 まず、第一に、新しい憲法は、

日本国憲法の三つの基本的原理を、人類普遍の価値として発展させつつも、我が国のこれま

での歴史、伝統及び文化に根ざした固有の価値、すなわち、人の和を大切にし、相互に助け

合い、平和を愛し命を慈しむとともに、美しい国土を含めた自然との共生を大事にする国民

性（一言で言えば、それらすべてを包含するという意味での「国柄」）を踏まえたものでな

ければならない。 
 そもそも、(a)「個人の尊厳」を究極・最高の価値とする「基本的人権の尊重」の原理は、

「みんなのしあわせ」を実現しようという憲法の根本的価値であり、また、(b)戦争のない

平和な世界、さらには安心して暮らせる自然・地球環境の保全を含む「平和主義」の原理は、

そのための土台である。そして、(c)それを実現するための統治機構の原理が「国民主権」

の原理なのであって、これら三つの基本的原理を普遍の価値（基礎）として措定した上で、

我が国の固有の価値＝「国柄」をその応用型として構築することは、「日本の顔」が見える、

そして「日本の香り」がする新しい憲法の重要な要素である。新しい憲法においては、この

ような我が国及び日本人としてのアイデンティティを確認してこそ、真の国際社会から信頼

される国家となり、また、真の国際人となることができるのである。 



 ※ 本憲法草案の第一のポイントは、我が国の「国柄」を体現した憲法でなければならないことを明記している

点であるが、そこでいう「国柄」とは、従来意味されてきたような復古的なもの（1895年～1945年までの戦前の一

時期に考えられた「国体」）ではなくて、平和を愛し命を慈しむとともに、草木一本にも神が宿るとして自然との

共生をも大事にするような平和愛好国家・国民という「国柄」であることには、留意が必要である。これは、第二

次世界大戦から得た貴重な教訓としての「和の精神」「平和を愛する国民性」を改めて再確認しようとするもので

あり、我が党が理想とする新しい憲法は、それを21世紀に向けて、さらに進化・高度化させようとしているものと

いうことができる。 
   そもそも、人類普遍の原理とされる憲法の三つの基本的原理も、すべて上記のような我が国の本来の「国柄」

と調和し、響き合うものなのであって、その意味で、その近代立憲主義という世界史的な中における「普遍的価値」

と我が国のアイデンティテイ（国柄）という「固有の価値」とは相互に両立し合うものであることを、ここで改め

て確認しておく必要がある。 
 ※ なお、このような「国柄」を説得力を持って説明するためには、我が国の歴史を概観することも必要かもし

れない。①この島国の中で、長い時間をかけて自然と調和し、他人と相和し、平和を愛する国民性が培われてきた

歴史、②明治維新後の近代国家としてのキャッチ・アップの国造りの歴史、③敗戦に至る戦争への歴史、④戦後の

復興の過程でのキャッチ・アップの歴史、といった具合である。そして、⑤今まさに、激動の時代に突入している

のであり、良きものを残し、反省すべきところは反省して、未来に向かっていこう、というわけである。 
 
〔新しい国家・憲法像②～「公共」の精神を踏まえた「品格ある国家」を目指して～〕 第

二に、国民の誰もが自ら誇りにし、国際社会から尊敬される「品格ある国家」を目指すとい

うことである。それは同時に、科学技術の進歩や少子化・高齢化の進展など新たな課題に的

確に対応しつつも、人間の本質である「社会性」が、自立し共生する個人の尊厳を支える「器」

であることを踏まえ、家庭や共同体が、「公共」の基本をなすものとして位置づけられるも

のでなければならない。 
 そもそも、二一世紀における現代憲法は、国家と国民を対峙させた権力制限規範というに

とどまらず、「国民の利益ひいては国益を護り、増進させるために公私の役割分担を定め、

国家と地域社会・国民とがそれぞれに協働しながら共生する社会をつくっていくための、透

明性のあるルールの束」としての側面をも有することに注目するべきである。 
 そういう実質を伴った国家・社会を構築してはじめて「品格ある国家」となることができ、

国際社会において尊敬され、名誉ある地位を占めることができるのである。 
 ※ 本憲法草案の第二のポイントは、誤った個人偏重主義を正すために、「公共（国家や社会）」の正しい意味

を再確認させること、そして、それが単なる「国家主義」の復活ではなくて、自立し、共生する個人の尊厳に裏付

けられた「品格ある国家」でなければならないこと、である。 
 
 私たちは、このような新しい憲法を目指して、国民とともに幅広い議論を展開してきたい

と思う。この大綱案は、そのような議論を喚起するための素材（たたき台）として提起する

ものである。  
 ※ 上記の①「国柄」の考え方、及び②「公共」の精神に関する考え方については、憲法改正草案作成に当たっ

ての基本的姿勢に関わる事項であり、全党的及び全国民的な議論を喚起し、じっくりと議論をする必要がある。 



 
 ※ 第１章「総則」に続けて、我が国の国柄を象徴する「天皇制」を第２章に置いた。あとは、多くの立憲主義

国家の憲法の事例にならって、憲法の目的とも言うべき「人権宣言」に当たる条項（第３章）を先にし（同様の趣

旨から、第４章・平和主義条項もこれと併せて）、それを担保する「統治機構」に関する規定を後に置いてみた（第

５～７章）。以上のいわば「平時」の条項を規定した後に、「非常時」に関する条項（第８章）を置き、最後に、

改正条項（第９章）を置く、という構成にした。 



前文 
 
 ※ 前文は、上記の「基本的考え方」をベースに、憲法全体のエッセンスを要約しながら、しかも、小学校高学

年程度の子どもでも分かる平易な文章でまとめるのが適当であろう。 
 
 
 
 

第一章  総 則 
 ※ 三つの基本的原理を発展的に拡充して確認するとともに、我が国の「国柄」を象徴する天皇制を明確に位置

付けるために、冒頭に「総則」の規定を設けた。 
 
１ 象徴天皇制と国民主権の原理 
 ・ 我が国は、天皇を象徴とする自由で民主的な国家であり、その主権は、国民に存し、

すべての国家権力は国民に由来することを確認すること。 
 ・ 国民は代表者を通じてその主権を行使するという「議会制民主主義」の原則を定める

とともに、すべての国民は、主権者として、自立と共生の精神にのっとり、その権限を行使

するものとすること。 
 ※ 第１段落では、天皇制と国民主権の関係を定めるとともに、我が国の「国柄」を「（天皇を象徴とする）自

由で民主的な国家」と位置づけている。 
 
２ 基本的人権尊重の原理 
 ・ 我が国は、法の支配に服し、法秩序の至高の価値である「個人の尊厳」を基本として、

自立と共生の理念にのっとり、すべての人々の生命、自由及び幸福追求の権利を最大限に尊

重することを定めるものとすること。 
 ※ ここにいう基本的人権の尊重は、誤解された「個人主義」＝利己主義とは異なり、他人の権利の尊重と両立

しなければならないという「共生の原理」を含むものである。 
 
３ 発展・拡充された新たな平和主義の原理（環境保全主義を含む） 
 ・ 我が国は、国際社会の趨勢としての戦争放棄の思想を堅持しつつ、国際社会と協働し

て、積極的に国際平和の実現に寄与することを宣言するものとすること。 
 ・ 戦争が最大の環境破壊であることはいうまでもないが、世界の人々の生存を脅かすの

は戦争だけではなこと、すなわち、人類生存の基盤としての自然（地球環境）の保全の必要

性を認識した上で、我が国は、国際社会と協力しながら、その保全に努め、人間と自然との

共生に積極的に寄与することを宣言するものとすること。 
 ※ 従来の「一国平和主義」を脱し、より積極的な平和主義へと発展させるとともに、２１世紀の憲法として、

平和とともに人間生存の土台をなす、地球環境の保全の必要性にも言及したものである。 
 
４ 領土 
 ・ 我が国の領土は、…………とすること。 

※ 領土に関する各国の憲法規定を見てみると、(1)連邦制国家において、各州の領土はすべて連邦を構成す

るといった形で規定するもの（例、ロシア憲法）、(2)海外領土に関する特例規定を置くもの（例、フランス

憲法）、（３）領土の地理的な範囲を、直接的に定めるもの（例、ポルトガル憲法、韓国憲法）がある。 
 
５ 国旗及び国歌 



 ・ 我が国の国旗は、日章旗であることを定めるものとすること。 
 ・ 我が国の国歌は、君が代であることを定めるものとすること。 

※ 国旗や国家について憲法で定めている国は、例えば、フランス（国旗と国歌の両方）やイタリア（国旗

のみ）など、かなり一般的である。 
 
６ 最高法規・憲法尊重擁護義務 
 ・ この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する条約、法律、命令及び国務に

関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しないものとすること。 
 ・ 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し

擁護する義務を負うものとすること。 
 ・ 国民は、この憲法を制定した主権者として、不断の努力によってこれを保持しなけれ

ばならないものであって、これを尊重し擁護する責務を有するものとすること。 
 ※ まず、憲法の最高法規性（現行憲法98条）を規定し、さらに、憲法尊重擁護義務（同99条）を規定している。

議論のある国民の憲法尊重擁護義務については、国民はこの憲法を定めた主権者であることにかんがみ、天皇・大

臣等の公権力を担う側の憲法尊重擁護義務とは区別して、憲法尊重擁護の「責務」という形で規定した。 
 ※ なお、最高法規性に関する第１段落では、従来、議論があった憲法と条約との関係について、「条約」を明

示することによって、「憲法優位説」の立場を明示した。 
 



第二章 象徴天皇制 

 
１ 天皇の地位 
 ・ 天皇は、日本国の元首であり、日本国の歴史、伝統及び文化並びに日本国民統合の象

徴として我が国の平和と繁栄及び国民の幸せを願う存在であって、その地位は、主権の存す

る日本国民の総意に基づくことを確認するものとすること。 
 ※ 天皇が「元首」であることを明記するとともに、その「元首」の意味は、我が国の歴史・伝統・文化といっ

た「国柄」と国民統合の「象徴」であることを定めたものであるが、そこでは、「我が国の平和と繁栄及び国民の

幸せを願う存在」という表現でもって、天皇の日々の象徴としての行為（存在）の特質をより具体的に表して、よ

り実態に近い「象徴性」を平易に表現している。 
 
２ 皇位の継承（女帝の容認） 
 ※ 女帝については、これを容認するとしても、憲法事項とすべきか、それとも、法律事項として皇室典範の改

正によって容認するべきか、議論が分かれるところであろう。 
 
３ 公的行為の位置付け 
 ・ 現行憲法の４条〔国事行為の一般的規定〕・６条〔首相・最高裁長官の任命〕・７条

各号〔憲法改正の公布・国会召集など十項目の行為〕に定められている国事行為のほかに、

次に掲げる行為を、新たに「公的行為」として位置付け、これを内閣の助言と承認の下にお

くことによって、その責任は内閣が負うことを明確にすること。 
 一 象徴としての行為（例えば、国会開会式でのお言葉、認証官任命式への臨席、外国

訪問、歌会始の主宰、災害見舞いなど） 
 二 皇室行為（例えば、皇室内部の諸行事の実施、宮中祭祀の主宰など） 
 ・ 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為及び公的行為のみを行い、国政に関する

権能を有しないものとすること。 
 ※ 天皇が、現行憲法下で現に行っておられる「公的行為」や「皇室行為」（現在は天皇家内部の「私的行為」

とされているが、天皇制という伝統を支える「公的行為」と位置付けることができる。第１段落の第二号）を、憲

法上明確に位置付けることとした。 
 ※ なお、天皇が「国政に関する権能を一切有しない」ことについては、現行憲法どおりである。 
 
４ その他 
 ※ 現行憲法の天皇の章（第一章）のその他の規定については、表現の整序を要する規定（例えば、七条四号の

「国会議員の総選挙」など）以外は、基本的に、現行憲法どおりとする。 
 
 



第三章 国民の基本的な権利・自由及び義務・責務 

 

 第一節 総論的事項 
 ※ 個別の人権規定に先立って、基本的人権の尊重の原則など、人権保障に関する総論的事項を定めることとし

た。現行憲法10条～13条（国民の要件、基本的人権の享有、不断の努力と濫用禁止）の規定も、これに統合する形

で整理することとなる。 
 
１ 基本的人権の尊重の原則とその法的性質等 
 ・ まず、「個人の尊厳」を究極の価値とする人間の侵すべからざる生来の権利及び人格

の自由な発展の尊重並びに法及び他人の権利の尊重は、政治的秩序及び社会平和の基礎であ

って、憲法は、この「個人の尊厳」を最高価値とする価値規範を体系化したものであるとい

う立憲主義の大原則を、確認するものとすること。 
 ・ その上で、この憲法が保障する基本的な権利・自由は、すべての公権力を拘束するこ

と、これらの基本的な権利・自由の行使は、他人の基本的な権利・自由との調整を図る必要

がある場合又は国家の安全と社会の健全な発展を図る「公共の価値」がある場合に限って、

かつ、法律の定めるところに従ってのみ、制限されること、ただし、いかなる場合にも、そ

の本質的内容は尊重されなければならないことなどを定めるものとすること。 
 ・ さらに、この憲法が保障する基本的な権利・自由に関する規定は、世界人権宣言及び

我が国が批准した人権に関する国際条約に適合するように、これを解釈しなければならない

との解釈指針を定めるものとすること。 
 ※ 基本的人権の尊重の中核的思想である「個人の尊厳」は、あらゆる公権力行使の制約原理となるものである

ことを明確にする（第１段落）とともに、併せて、そのような基本的人権も「公共の価値」によって制約される場

合があることを規定している（第２段落）。特に、この「公共の価値」による人権制約は、学界における通説的な

理解である「人権調整の場面」だけではなくて、「国家・社会の安全・健全な発展」のためにも許容されることを

明確にしている。他方、第３段落は、国際化が進展する中での国際的人権保障の観点に配慮したもので、２１世紀

の憲法としての斬新性を出そうとしたものである。 
 
２ 日本国民及び外国人の人権 
 ・ 現行憲法と同様に、日本国民たる要件は、法律でこれを定めるものとすること。 
 ・ 他方、グローバル化の進展等に配慮して、外国人についても、我が国が批准した国際

条約及び法律の定める条件の下、その性質が許す限り、この憲法が保障する基本的な権利・

自由を享受することを確認しておくものとすること。 
 ※ 第１段落は現行憲法の10条と同様の規定だが、第２段落は、上記１の第３段落と同様の趣旨から国際的人権

保障の観点に配慮したものである。 
 



 第二節 各論（個別の権利・自由と義務・責務） 

 
 ※ 現行憲法の第３章（国民の権利及び義務）に掲げる個別の権利や義務規定のうち、この憲法草案に掲げるも

の以外のものについては、必要な補充をした上で、基本的に引き継ぐものとする。 
 
１ いわゆる「新しい人権」の追加 
 ① 名誉権、プライバシー権及び肖像権 
・ 名誉、個人及び家庭のプライバシー並びに個人の肖像権は、これを保障すること、ま

た、これらの権利行使を保障するため、情報の利用については、法律の定めるところによ

り、制限することができることを明確にするものとすること。 
 ※ プライバシー保護のために、情報の利用（表現の自由）が制限されることがある旨を憲法上明確にした。 
 
 ② 知る権利（情報アクセス権） 
 ・ 国、地方自治体その他の公共団体は、国民主権の理念にのっとり、その諸活動を国民

に説明する責務が全うされるようにしなければならないものとすること。 
 ・ 何人も、法律の定めるところにより、国、地方自治体その他の公共団体の保有する情

報の開示を請求する権利を有するものとすること。 
 ※ いわゆる「知る権利」については、国や自治体の「説明責任」と、国民側の「情報開示請求権」という両面

から規定した。これは、現行の「情報公開法」の枠組みを参考にしたものである。 
 
 ③ 犯罪被害者等の権利 
 ・ 犯罪及びこれに準する心身に有害な影響を及ぼす行為によって害を被った者及びその

家族又は遺族は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を

有するものとすること。〔具体的には、法律の定めるところにより、その受けた被害を回復

し、又は軽減し、再び平穏な生活を営むことができるようにし、及びこれらの者がその被害

に係る刑事に関する手続に適切に関与する権利が保障されるものとすること。〕 
 ※ 現行の犯罪被害者等基本法」の基本理念を参考にした規定である。 
  



２ 新たな義務・責務規定の追加 
 ① 国防の責務 
 ・ 日本国民は、国家の独立と安全を守る責務を有するものとし、また、国家緊急事態に

あっては、法律の定めるところにより、国及び地方自治体その他の公共団体の実施する措置

に協力しなければならないものとすること。 
※ 厳格な意味での「義務」（裁判所において具体的に強制可能な義務）ではなくて、幅広い抽象的な訓示的

意味での義務というニュアンスを出すため、「責務」という形で規定したものである。なお、これが徴兵制を

容認するものではないことは、自衛軍が志願兵によって組織されることを定めている第八章第二節において明

らかにされている。 
 
 ② 納税その他の社会的費用の負担の義務 
・ 何人も、法律の定める公正な租税制度に基づいて、納税の義務を負うものとすること。 
・ 何人も、共生及び連帯の理念に基づいて、法律の定めるところにより、社会保障その

他の社会的費用を負担する責務を有するものとすること。 
  
３ 社会目的としての新たな権利及び責務（プログラム規定）の追加 
 ※ ここに掲げる一連の規定は、国家の指導目標であったり、個人の権利とする部分と義務（責務）とされる部

分、さらには国家・自治体の責務とされる部分などが一体化されている事項であったりするものであり、これまで

の憲法学説において、「プログラム規定」とか「制度的保障」などとして説明されてきた部分と重なり合うもので

ある。 
 ※ ちなみに、このような権利・責務を一連のグループとしてとりまとめる発想は、基本的には、「人権のイン

フレーション」に歯止めをかけようとの趣旨に基づくものであり、また、各国の憲法にも見られる分類でもある。 
 
① 教育の基本理念 
・ 教育は、人格の完成を目指し、心身ともに健康な国民の育成を目的として行われるも

のであり、(a)この憲法の定める「個人の尊厳」が他人の権利の尊重を前提として成り立っ
ているという自立と共生の精神を深く認識し、法令その他の社会共通の規範を遵守すると

ともに、主体的に社会の形成に参画する態度を涵養し、(b)生命を尊び、自然に親しみ、環
境を保全し、良き習慣を身に付けること、また、(c)我が国の歴史・伝統・文化を尊重し、
郷土と国を愛し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を涵養することを旨として行われ

なければならないものとすること。 
※ 教育こそ、国家の基礎であることにかんがみ、教育の権利・責務とは別に、教育の基本理念を定めようと

するものである。特に(a)の部分では、利己主義を廃し、自分の権利とともに他人の権利を尊重する「公共心」

の育成の必要性や、遵法精神の重要性などを強調している。いわゆる「愛国心」の明記（上記(c)の部分）を

はじめとして、新教育基本法と密接に関連する規定である。 
② 家庭の保護 
・ 家庭は、社会の自然かつ基礎的な単位であり、子どもの健全育成の基盤であることに

かんがみ、その社会的、経済的及び法的保護を受けるものとすること。 
・ すべて国民は、家庭の構成員としての父母、祖父母等及び子、孫等を尊敬し、及び慈

しみ、相互に扶助する責務を負うものとすること。 
 ※ 「家庭の保護」について、国・自治体の保護責務という形で規定したものである。「家族」ではなくて「家

庭」としたのは、明治憲法下における「家」制度を連想させる、復古的な意味合いを払拭して、さまざまな形の「家

庭」があることを容認する趣旨からである。 
   同時に、そのような意味での「家庭」は、社会や国家という「公共」を構成する最小の単位であって、そこ

で伝統や文化や人間的な慈しみの気持ちなどが伝承されていく土壌であることを、「社会の自然かつ基礎的な単

位」「子どもの健全育成の基盤」という表現で表そうとしたものである。この表現は、世界人権宣言16条3項にな

らって規定することとしたものである。 



 ※ また、第２段落も、家庭の構成員相互の扶助責務を定めたもので、基礎的な共同体としての絆を確認しよう

としたものである。 
 
③ 環境権及び環境保全の責務 
 ・ 何人も、人間らしい良好な環境の下に生活する権利を有し、及びこれを保護する責務

を負うものとすること。 
 ・ 国及び地方自治体は、現在及び将来の世代の者に対して良好な環境に生活する権利を

保障するとともに、広く国民又は住民に対して環境に関係する政策決定に参画する機会を保

障する責務を有するものとすること。 
 ※ いわゆる「環境権」については、国民（市民）の側の「権利」（ただし、これがプログラム的な権利）であ

るだけではなくて、国民（市民）の責務でもあることを第１段落で明らかにしている。 
 ※ なお、「人間らしい良好な環境」とは、まさしく「個人の尊厳」を究極の価値とする憲法において、「良好

な環境」とは「尊厳ある人間にふさわしいものでなければならない」ということを意味するものである。なお、世

界人権宣言、国際人権規約、欧州人権条約等の成果を組み入れながら網羅的な人権規定を盛り込んだと言われるス

ペイン憲法では、同じことを「人格の発展にふさわしい良好な環境」（45条1項）と表現しているが、これをより

平易な日本語に直したものである。 
 ※ 第２段落は、第１段落に対応する国・自治体側の責務を、①良好な環境の享受という実体的側面と、②環境

政策決定への参画（具体的には、環境アセスメントなど）という手続的側面の両面から定めたものである。 
 
④ 生命倫理への配慮 
 ・ 何人も、生殖医学及び遺伝子技術の濫用から保護されなければならないことを定める

ものとすること。 
 ・ 人の胚形質及び遺伝物質並びに臓器、組織及び細胞の移植に関しては、法律の定める

ところによらなければならないこと、また、国は、当該法律を定めるに当たっては、個人の

尊厳及び人格を損なわないよう、配慮しなければならないことを定めるものとすること。 
 ※ スイス憲法の規定などを参考にしながら、生命倫理に関する規定を設けたものである。この条項が憲法上に

位置づけられることによって、生命倫理（個人の尊厳）への配慮からの学問の自由に対する法律による制限が、よ

り適切に行われやすくなることが期待される。 
 
４ 従来の権利規定の修正 
 ① 政教分離 
 ・ いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならないも

のとすること。 
 ・ 国、地方自治体その他の公共団体及びその機関は、我が国の社会的又は文化的諸条件

に照らし社会的儀礼又は習俗的行事とされる範囲を超えて、宗教的意義をもって特定の宗教

を援助、助長若しくは促進又は圧迫若しくは干渉となるような宗教的活動をしてはならず、

また、そのような目的に基づいて、宗教的活動を行う組織又は団体の使用、便益又は維持の

ために公金その他の公の財産を支出し、又は利用させてはならないものとすること。 
 ※ 第１段落は、現行憲法20条1項そのままであるが、第２段落は、現行憲法20条3項を我が国の実態に合わせて、

緩和しようとしたものである。すなわち、神道や仏教に由来しながらも我が国伝統の習俗になっているようなもの

については、この政教分離条項に違反するものではないことを明確にするため、最高裁判例（いわゆる緩和された

「目的・効果基準」を採用したといわれる判例）等を参考にしながら、規定したものである。 
 ※ また、第２段落の後段は、現行憲法では８９条前段に規定されている宗教的団体に対する公金支出の禁止に

関する規定であるが、政教分離規定である本条において併せて規定することとした（なお、現行憲法８９条後段の

慈善・教育・博愛の事業への公金支出禁止規定は、私学助成等の必要性にかんがみ、削除することとした）。 
   なお、「そのような目的に基づいて」とは、宗教的団体に対する公金支出や公の施設の使用許可などは、あ

くまでも、当該宗教的団体を援助・助長・促進等する目的に基づく場合に禁止されるのであって、他の非宗教的な



団体と同じ条件の下で行われる補助や施設利用の許可などは、これに抵触するものでないことを明らかにしようと

したものである。 
 
 ② 財産権の保障とその限界 
 ・ 財産権は、これを保障するものとし、その内容及び限界は、法律で定めるものとする

こと。 
 ・ 財産権は義務が伴うものであり、その行使は、同時に公共の価値に適合するようにし

なければならないものとすること。また、公用収用は、公共の価値のためにのみ許されるも

のであり、公用収用を行う場合には、法律の定めるところにより、正当な補償が行われるも

のとすること。 
 ※ 本規定は、現行憲法29条の財産権の保障に関する規定について、公共の価値による制約をより強化した形で

手直しをしたものである。これによって、特に土地所有権に代表されるような財産権の行使を制限する立法はより

定めやすくなるものと思われる。 
 
 ③ 知的財産権の保障 
 ・ 国は、知的創造力を高め、活力ある社会を実現するため、知的財産及びその保護に関

する制度の整備に努めなければならないものとすること。 
 ※ 本規定は、知的財産権の保護について、その権利性の側面を強調するのではなくて、国に対する制度的保障

としての義務づけの面から規定したものである。これによって、国家戦略として推進するために既に制定されてい

る「知的財産基本法」やその下に制定されている個別の実施法などの法律レベルでの措置を、憲法規範に根拠を持

つ措置として、この後より一層強力に推進することが可能となる。 
 
 ④ 企業その他の経済活動の自由 
 ・ 企業その他の私的な経済活動は、自由であること。ただし、公共の価値に反し、又は

安全や自由及び個人の尊厳を害するような方法で行うことはできないものであることを確

認するものとすること。 
 ※ 現行憲法29条（あるいは22条の職業選択の自由）に含意されているとされる、「営業の自由」について、企

業その他の経済活動の自由という形で、規定したもの。 
 
 ⑤ 集会・結社の自由とその限界 
 ・ 集会及び結社の自由は、これを保障するものとすること。ただし、犯罪を目的とし、

又はそれを手段として用いる結社は、違法である旨明確に定めるものとすること。 
 ※ 集会・結社の自由については、これを保障した上で（現行憲法21条1項）、スペイン憲法22条2項のように、

犯罪目的の結社については、これを制限することができる旨を明確にすることとした。 



第四章 平和主義及び国際協調 
 ※ 本章では、憲法目的としての「平和主義（及び国際協調）」を定め、これを担保する手段という観点から、

第八章では「国家緊急事態・自衛軍」について定めている。すなわち、崇高な理想も、それを実現するにふさわし

い制度と実力を背景にして初めてその意義を有するものであることを、明確にしようとしたものである。 
   一般に同一の議論の中で言及されることの多い「平和主義」と「自衛軍」について同じ章の中で規定しない

のは、このような論理的関係を明らかにするとともに、人権保障（第三章）と国民主権の統治機構（第五章等）と

の論理的関係と同様のものであることにもならったものである。 
 

 第一節 平和主義 

 
１ 国際平和への寄与 
・  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、全世界の国民が、ひ
としく貧困、環境破壊、国際組織犯罪、民族紛争による難民流出等の社会構造的な災禍か

ら免れ、尊厳を維持した人間として創造的で価値ある人生を生きる権利を有することを確

認するものとすること。 
 ※ 現行憲法の定める平和主義をさらに発展させ、国際的にも定着しつつある「人間の安全保障」の基本的な考

え方を規定したものである。 
 
２ 戦争の放棄と武力行使の謙抑性 
・ 国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段

としては、永久にこれを放棄すること。 
・ 前項の目的を達するため、国家の独立と国民の安全を守るための必要最小限度の戦力

としての自衛軍以外の戦力は、これを保持しないものとすること。 
・ 自衛のためにする武力による威嚇又は武力の行使は、我が国の死活的利益を保全する

ため必要やむを得ないと認められる場合に限って、かつ、法律の定めるところに従って、

これを行うことができるものとすること。 
・ 武力の行使を伴う国際貢献のための活動は、武力の行使が究極かつ最終の手段である

ことにかんがみ、平和的な手段によっては問題の解決を図ることが困難な場合であって、

かつ、必要最小限の範囲内に限って、法律の定めるところに従って、これを行うことがで

きるものとすること。 
 ※ 第１段落は、現行憲法９条１項の「侵略戦争の放棄」を定めたもの。したがって、この第１段落によっては、

「自衛（これには、当然に、個別的・集団的自衛の両者が含まれる）」や「国際貢献（国際平和の維持・創出）」

のための武力の行使は、禁止されておらず、容認されることになる。 
 ※ まず、第２段落は、現行憲法９条２項をベースとしながら、自衛軍以外の侵略的な戦力の不保持を、憲法上

の基本理念として規定したものである。これによって、第八章の自衛軍と本章の平和主義とのリンクが明確になる。 
 ※ 次いで第３段落・第４段落は、上記のことを前提にして、自衛権の行使及び国際貢献それぞれの場合につい

て、武力の行使は平和的手段が尽きた最終・究極の手段であり、必要最小限の範囲内で行われなければならないこ

とを、規定したものである。「命を慈しむ平和愛好国家・国民」としての我が国の「国柄」が具体的に現れた重要

な規定ということができる。 
 ※ ここでは、自衛権行使の要件について、(a)死活的利益保全するため、(b)必要やむを得ない場合、としてい

る。これを、従来の自衛権行使の三要件である①（我が国に対する直接の）急迫不正の侵害、②他に適当な手段が

ない、③必要最小限度の範囲内、という要件との対比で言えば、(a)は後述のように①の要件を拡大したもの、(b)

は②③の要件を端的にまとめたもの、ということができる。 
  【「ただし、……」の部分を削除】 
 ※ 上記の案の最大のポイントは、「（我が国に対する直接の）急迫不正の侵害」を「死活的利益の保全」の必

要性がある場合に変更することによって、集団的自衛権行使の限定された場合にも、自衛権行使を認めようとする

ところにある。すなわち、この「死活的利益の保全」の要件は、(ｱ)個別的自衛の場合には、ありとあらゆる手段

を尽くして国土・国民を防衛することがすべて「死活的利益」に合致することになろうから、特段の制約原理には



なり得ないが、(ｲ)集団的自衛の場合には、いくら同盟関係（あるいは我が国と密接な関係）にあるからといって

もそのことによって当然に武力行使が是認されるのではなくて、当該同盟関係（あるいは我が国と密接な関係）に

ある他国への攻撃が我が国に対する「侵害」と同視できるような重大な利害関係（＝死活的利益）がある場合に限

ってこれを認める趣旨である。したがって、例えば、米軍とともに地球の裏側まで、自動的に、武力行使のために

自衛軍を派遣するようなことを是認するのではなく、いわゆる「制限された集団的自衛権」を認める立場に立つこ

とを明確にしている規定ということができる。ただ、「死活的利益」という表現自体は、やや曖昧性を払拭しきれ

ないとの批判もあり得るので、もう少し限定的な表現とするよう今後工夫する必要があるほか、具体的には法律で

限定するような工夫をも組み合わせる必要がある。 
 ※ また、第３段落・第４段落でいう「法律の定めるところに従って」とは、安全保障基本法（及び国際貢献
基本法）の中で、国会承認その他の具体的な手続や武器使用基準などを定めることとする趣旨である。 
 
 
 

 第二節 国際協調 

 
１ 国際法の国内法的効力 
・ 我が国が締結した条約及び確立された国際法規は、法律に優先し、日本国内に居住す

る者に対して、直接に権利及び義務を生じさせることを明らかにすること。 
 ※ 解釈にゆだねられている「条約と法律」の関係について、各国の憲法規定にならって、明確に規定しようと

したものである。 
 
２ 国際的活動への積極的参加 
 ・ 我が国は、確立された国際的機構の活動その他の国際の平和と安全の維持及び回復並

びに人道的支援のための国際的な共同活動に、積極的に参加するものとすること。 
 ・ 我が国は、非人道的な無差別大量破壊兵器が世界から廃絶されることを希求し、その

ための軍備縮小に努める国際的な共同活動に、積極的に参加するものとすること。 
 ※ 第１段落の「確立した国際的機構の活動」とは、現時点では国際連合によるものを念頭に置いているが、将

来的にはそれにとどまるものではなくて、ＥＵのような機関がアジアにも誕生するようなことがあれば、それもこ

れに含まれることになる。もちろん、現時点でも、「その他の国際の平和と安全の維持……ための国際的な共同活

動」とあるから、国連の活動だけに限定されているわけではない。 
 ※ 第２段落は、いわゆる大量破壊兵器の廃絶に関する規定である。国際的な軍縮のための活動への積極的参加

という形で規定し、第二節の国際協調の中に位置付けている。 



第五章 統治の基本機構 

 
 ※ 本章では「統治の基本機構」ということで、国会・内閣（内閣総理大臣）という政治の基本機構だけでは
なくて、司法裁判所・憲法裁判所といった裁判所の組織についても、併せて規定している。というのは、憲法裁判

所の組織・権能は、いわば「政治」と「（通常の）司法」との境界線に位置する組織であり、これによって統治機

構全体が「抑制と均衡」の働いた制度となることを期待しているという趣旨を、形式（構成）の面でも明らかにし

ておくのが適切と考えるからである。 
 

 第一節 国会 

 
１ 国会の権能 
 国会は、国の唯一の立法機関として法律を制定し、予算を議決し、条約の締結に対して

承認するほか、内閣総理大臣の行政執行を監督し、この憲法が定める範囲内において司法

裁判所及び憲法裁判所を民主的な観点から統制するとともに、この憲法が付与するその他

の権限及び他の国家機関の権限とされる権限以外の一切の国政に関する権限を行使する

ことを、確認するものとすること。 
 ※ 国会の地位に関する「国権の最高機関」という表現（現行憲法41条）は、一般に「政治的美称」と解されて

いること等にかんがみて、削除した。ただし、国会は、国民代表機関として、主権者・国民に最も近い立場にある

国家機関であること、そこでこそ国政の基本的方向性は決められるべきことに変わりはないのであって、その根幹

が、立法権、予算の議決権、行政監視監督権等にあることを、改めて明記している。なお、権限行使について強い

独立性が保障される司法裁判所・憲法裁判所についても、国会は、この憲法が定める弾劾その他の権限を行使する

ことを通じて、民主的な観点から統制することができる旨を、明確にしている。 
 
２ 両院制及び衆参両院議員の選出方法・任期等 
 ※ 両院制を堅持しつつも、その役割分担及び選出方法については、次のように改める。なお、本憲法草案で触

れていない事項（成年者による普通・秘密選挙のほか、両院議員の兼職禁止、議員歳費、不逮捕特権、免責特権等）

に関する規定については、基本的に現行のままとする。 
 
 ① 両院制 
 ・ 国会は、衆議院及び参議院で、これを構成するものとすること。 
 ② 衆議院議員 
 ・ 衆議院は、法律の定めるところにより国民の直接選挙により選出された、全国民を代

表する議員で組織し、その任期は四年とすること（ただし、衆議院が解散された場合には、

その期間満了前であっても、その解散の時にその任期は終了すること）。 
 ・ 衆議院議員の定数配分については、人口比例を原則として、法律で定めるものとする

こと。 
 ③ 参議院議員 
 ・ 参議院は、法律の定めるところにより選挙により選出された、全国民を代表する議員

で組織し、その任期は六年とし、三年ごとに議員の半数を改選すること。 
 ・ 参議院議員の定数配分については、必ずしも人口比例によることなく、地域代表的性

格等を反映させるような定め方もできるようにするものとすること。 
 ※ 衆参の任期や解散の有無については、いずれも、現行憲法どおりである。ただし、参議院議員については、

間接選挙による選出の余地を認めるとともに、定数配分についても必ずしも人口比例によらないことも可能とし、

両院の特色を出すこととした。 
  



 
３ 国政調査権の充実強化 
 ① 議院・委員会の国政調査権と少数者調査権 
 ・ 各議院及び各議院の委員会は、それぞれ国政に関する調査を行い、これに関して、証

人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができるものとすること。 
 ・ 上記の国政調査権の発動について各議院の議員○○人以上の議員からの要求があり、

かつ、法律で定める期間以内にこれを不当と認める所管委員会の議決がないときは、当該所

管委員会は、当該要求に基づく国政調査を行う義務を負うものとすること。 
 ※ 首相権限の強化（次の第二「内閣総理大臣及び行政」参照）とのバランスをとるため、国会の国政調査権の

充実強化を図ることとしたものであるが、そのポイントは、上記の第２段落にある、いわゆる「少数者調査権」で

ある。これは、国会の行政監視機能をより十分に発揮させるために、野党が行政監視のための情報を入手できるよ

う、現行国会法にも、ドイツの制度を参考にした予備的調査の制度があるが、それを一部手直しをしながら憲法事

項に格上げしたものである。 
 
 ② 議会オンブズマン 
・ この憲法が保障する国民の基本的な権利及び自由を擁護するとともに、国会の行政監

視活動に資するため、法律の定めるところにより、国会に、議会オンブズマンを設置する

ものとすること。 
 ※ 衆議院憲法調査会の海外調査を参考に、人権保障・行政監視の観点から議会オンブズマンを設置することと

した。国会の行政監視活動の補助者（国会補佐機関）として位置付け、その活動内容は、国会に報告されることと

なる。 
    



４ 衆議院の優越（法律・予算の議決） 
 
 ※ 衆議院の優越規定の趣旨は、第一義的に政権を支える衆議院が、国政執行の最も重要な道具である「法律」

と「予算」の制定手続に関して、優越的な権能を有するというものである。以下の提案は、これを、急速に変化し

ていく国内外の情勢に対応した迅速な政策決定を担保するため、若干強化しようとするものである。 
 
 ① 法律の制定手続 
 ・ 法律案は、国会議員のみがこれを発議することができるものとすること。なお、国務

大臣又は副大臣たる国会議員が法律案を発議しようとするときは、内閣総理大臣の承認を得

た上でこれを発議するものとすること。 
 ・ 法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したときに、

法律となるものとすること。 
 ・ 法律案について、両議院の議決が一致しない場合又は参議院が衆議院の可決した法律

案を受け取った後三十日以内に議決しない場合において、当該法律案を衆議院で再び可決し

たときは、当該法律案は法律となること、ただし、法律の定めるところにより、衆議院が、

両院協議会の開催を求めることを妨げないものとすること。 
 ※ まず、法律案については、衆議院の再議決の要件を現行の３分の２から過半数にするとともに、みなし否決

の要件とされる期間も現行の６０日から３０日に短縮した。 
 ※ なお、第１段落の冒頭で、法律案は、国会議員のみが発議できることとし、国会が「唯一の立法機関」であ

ることに忠実な制度としている。現在の「閣法（内閣提出法律案）」は、主務大臣が内閣総理大臣の承認を得て発

議する法律案として位置付けている。 
 
 ② 予算の議決手続 
 ・ 予算案は、現行どおり、衆議院に先に提出しなければならないこととするとともに、

両議院の議決が一致しないとき又は参議院が衆議院から送付を受けた後三十日以内に議決

しないときは、衆議院の議決を国会の議決とすること。ただし、法律の定めるところにより、

衆議院が、両院協議会の開催を求めることを妨げないものとすること。 
 ※ 予算案については、両院の議決が一致しないときに現行憲法では必要的とされている両院協議会の開催を、

衆議院の意向による任意のものとし、予算の早期確定と衆議院の優越の強化の下に予算の早期確定を図った。 
 



５ 参議院の優越（決算・条約承認の先議、公務員の同意人事の先議、裁判所に対する民主的統制） 
 
 ① 決算の先議権 
 ・ 決算は、先に参議院に提出しなければならないものとすること。 
 ・ 決算に関する参議院の審議の結果及びその概要が衆議院に送付された場合においては、

衆議院は、これを、その予算案の審議において尊重しなければならないものとすること。 
 ※ 予算の衆議院先議とのバランスにかんがみて、決算については参議院先議とししたものである。これによっ

て、予算中心の衆議院と決算中心の参議院という図式を明確にし、衆議院の決算審議・参議院の予算審議は、それ

ぞれ他院の審議の補充・補完的なものと位置付けられることになる。 
   なお、決算審議の結果は予算審議に反映させてこそ意味が出てくるものであることを考えて、参議院の慎重

な決算審議の結果を衆議院は尊重する旨の規定を設けることとした。 
 
 ② 条約の承認の先議権 
 ・ 条約の締結に必要な国会の承認を求めるに当たっては、これを、先に参議院に提出し

なければならないものとすること。 
 
 ③ 公務員の同意人事の先議権 
  ・ 国会の同意を要する公務員の人事は、法律の定めるところにより、先に参議院でヒア
リングその他の必要な審議を行った上で、衆議院に送付し、その同意の是非を決するものと

すること〔なお、法律でもって、特命全権大使・公使については、国会同意人事案件とする

こと〕。 
 ※ 公務員の同意人事については、国会（両院）の同意という基本は崩さないものの、熟慮の院である参議院に

おいて、先にしっかりとした審査（ヒアリング）を行い、衆議院においては、それを前提とした補充的なチェック

を果たすものとして、両院の役割分担を明確にした。 
 ※ なお、特命全権大使・公使については、外務省の出先機関などではなくて、対外的に日本国を代表する地位

にあることにかんがみ、法律でこれを国会同意人事とすることを前提とすることを、備忘的に明確にしている。 
 
 ④ 司法裁判所及び憲法裁判所に対する民主的統制（参議院の専権事項） 
 ・ 最高裁判所裁判官の国民審査は廃止することとし、これに代わる最高裁判所裁判官の

適格性審査は、法律の定めるところにより、参議院が行うこととすること。 
 ・ 最高裁判所及び下級裁判所の裁判官並びに憲法裁判所の裁判官の訴追及び弾劾は、法

律の定めるところにより、参議院が行うものとすること。 
 ※ 解散のない良識の府として、参議院には、裁判所に対するコントロール権限を与えるのが適切であると考え

た（なお、両院のうちのいずれかの院のみの権限＝専権事項とするのは、憲法上、これが唯一のものである）。 
 
６ 議事手続（定足数） 
 ・ 両議院は、それぞれその在籍議員の三分の一以上の出席がなければ、議決をすること

ができないものとすること（議事の定足数は、削除するものとすること）。 
 
７ 政党 
 ① 政党結成・活動の自由 
 ・ 政党は、議会制民主政治において、国民の政治的意思を国政に媒介する重要かつ不可

欠な存在であり、その結成及び活動は、憲法及び法律を尊重しそれらに反しない限り、自由

であることを明確にするものとすること。 
 ② 政党法の制定 



 ・ 政党は、議会制民主政治における自らの役割を深く自覚し、その健全な発展に努めな

ければならないこと、また、政党の内部組織及び活動は、民主主義の諸原則に適合的なもの

でなければならないものとし、その規準については、法律でこれを定めるものとすること。 
  



 第二節 内閣総理大臣及び行政 

 
 ※ 行政権の主体は、「内閣」ではなくて「内閣総理大臣」と規定することによって、首相のリーダーシップが

より実効的に発揮できる制度に改変しようとしたもの。内閣総理大臣及びその他の国務大臣によって構成される

「内閣」の組織自体は残るものの、各国務大臣は、すべて内閣総理大臣の行政権行使を補佐する存在となる。 
   なお、同時に、行政活動に絡む諸原則に関する規定も憲法上明記している（下記の３）。 
 
１ 内閣総理大臣のリーダーシップの明確化 
 ・ 行政権は、内閣総理大臣に属するものとし、内閣総理大臣は、内政及び外交その他国

務全般を総理し、直接に又は国務大臣を通じて間接に、行政各部を指揮監督することを明確

にするものとすること。 
 
２ 内閣総理大臣の職務等 
※ 現行憲法において「内閣」の職務等とされている事項について、これを「内閣総理大臣」の職務等として、

首相中心の行政運営を明確にすること以外は、基本的に、現行憲法の規定どおりとすること。 
 
３ 行政活動の諸原則 
  次の事項を、「行政活動の諸原則」として定めるものとすること。 
 ① 行政執行の原則 
 ・ 国の行政は、国民全体の利益に奉仕し、客観的妥当性を保持しつつ、効率性の原則に

従って、正義及び法律に基づいて、執行されなければならないこと。 
 ② 国の行政機関の法定主義 
 ・ 国の行政機関は、法律に基づいて、これを設置するものとすること。 
 ③ 公務員の地位 
 ・ すべて公務員は、国民全体の奉仕者であって、法律の定めるところにより、その政治

的中立性の保持に努めなければならないものとすること。 
 ④ 国家賠償請求権 
・ 何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、

国又は地方自治体に対して、その賠償を求めることができるものとすること。 
 ※ ①は民主的行政の原則を確認したものであり、また、②は行政組織に対する国会のコントロールを定めたも

のである。他方、③や④は、現行憲法の規定（国民の権利・義務の章に規定されている）を移動させてきただけの

もの。 
 



 第三節 国会と内閣の関係 

 
１ 内閣総理大臣の任命 
 内閣総理大臣は、国会議員の中から、国会の議決で、これを指名するものとし、衆参両

院の議決が異なったときは、衆議院の議決を国会の議決とするものとすること。ただし、

衆議院が両院協議会の開催を求めることは妨げないものとすること。 
 ※ 首班指名については、基本的に現行憲法どおりである。ただし、両院の議決が一致しないときに現行憲法で

は必要的とされている両院協議会の開催を、衆議院の意向による任意のものとした。その意味で、若干ではあるが、

衆議院の優越性が強化されている。 
 
２ 国務大臣の任命 
 ・ 内閣総理大臣が国務大臣を任命するに当たっては、国務大臣は、すべて国会議員の中

から選ばれなければならないものとすること。ただし、国会議員でない者を国務大臣に任命

することについて国会の承認を得た場合においては、この限りでないものとすること。 
 ・ 前項ただし書の場合においても、国会議員でない国務大臣は国務大臣の総数の三分の

一を超えてはならないものとすること。 
※ 第１段落のただし書と第２段落は、議院内閣制下における政治主導をより強化したものである。 



３ 国会に対する内閣の連帯責任 
 ※ 現行憲法どおり、議院内閣制の骨格はこれを維持するものとすること。 
 
 
４ 閣僚の議院出席・発言の権利及び義務 
 ・ 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院のいずれかに議席を有すると有しないとに

関わらず、いつでも議案について発言するため各議院又はその委員会に出席することができ

るものとすること。また、答弁又は説明のために各議院又はその委員会から出席を求められ

たときは、自ら出席しなければならず、それが困難な場合には、法律の定めるところに従い、

副大臣等をして出席させなければならないものとすること。 
 ※ 議院内閣制のシステムからは、国務大臣の国会出席義務自体を削除するわけにはいかないが、「やむを得な

い事情（出席が困難な事情）」がある場合には、副大臣等の代理出席を条件にこれを解除することは、必ずしも議

院内閣制に反するものとは考えられない。国会・内閣という権力相互間の重要な事項であるから、憲法事項として

規定したものである。 
 
 
５ 衆議院による内閣不信任決議と衆議院の解散（理由明示の必要性） 
・ 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十

日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならないものとすること。 
・ 内閣総理大臣は、上記の不信任決議案が可決され、又は信任の決議案が否決された場

合のほか、議会制民主政治の運営上、新たに国民の意思を問うことについて客観的かつ十

分な理由があると認める場合には、その理由を示して、衆議院を解散することができるも

のとすること。 
 ※ 第２段落では、不信任決議案可決の場合（69条解散）以外の一般的な解散（いわゆる７条解散）が認められ

ることを明文で定めるとともに、それが認められる場合の抽象的な要件を具体化したもの。同時に、その解散理由

の明示も規定している。ただし、その適正さは、すべて選挙で判断されるだけである。 



 第四節 司法裁判所 
 
 ※ 憲法裁判所の設置に伴い、通常の裁判所については、「司法裁判所」と位置づけることとした。これは、「事

件性」の要件（個別具体的な訴訟の提起があって初めて権限を行使すること）を前提とすることを「司法」作用の

核心とする用例にならったものである。 
 
１ 最高裁判所及び下級裁判所の権能／裁判官の独立等 
 
 ※ この司法裁判所の章については、以下に特記する事項以外は、基本的に、現行憲法の「司法」の章の規定を

引き継ぐものとする。 
 
２ 専門の特別裁判所 
 ・ 行政事件、知的財産権その他の専門的事項に関する事件を処理するため、特別の裁判

所を設けることができるものとすること。ただし、それらは終審裁判所として事件を処理す

ることはできず、最高裁判所の下に設置されるものとすること。 
 
３ 最高裁裁判官の任期 
・ 最高裁判所の裁判官の任期は○○年とし、再任されないものとすること。 
・ 前項の規定は、法律の定めるところにより、定年制を設けることを妨げるものではな

いものとすること。 
 
４ 裁判官の任期・報酬 
 ・ すべて裁判官は、定期に相当額の報酬を受けるものとし、裁判官の独立を害すること

となる報酬の減額は、これをしてはならないものとすること。 
 
 ※ 批判の多い現行憲法79条・80条を、実態に合わせて改めようとしたもの。 
 



５ 司法への国民参画と迅速な裁判の必要性 
 ・ 司法への国民の参画は、主権が国民に存することを踏まえて、法律でこれを定めるも

のとすること。 
 ・ 司法裁判所における裁判は、公正で迅速なものでなければならないものとすること。 
 
 ※ 第１段落は、現行憲法の解釈として、陪審制などのように民間の陪審員の評決が裁判官を拘束するものとす

る制度は「職業裁判官による裁判」を受ける権利を侵害する、との主張があることにかんがみて、裁判員制度等が

憲法上認容されることを明らかにしたものである。 
 
６ 司法裁判所の法令審査権（憲法判断の憲法裁判所への移送） 
・ 司法裁判所（最高裁判所及び法律の定める下級裁判所）が、裁判において、その効力

が問題となる法律、条例、命令、規則又は処分がこの憲法に違反するおそれがあると認め

るとき又は訴訟当事者からの申出がある場合であってそれが法律の定める要件に適合す

ると認めるときは、その手続を中止して、憲法裁判所の裁判を求めなければならないもの

とすること。 
 
 ※ 憲法裁判所の設置に伴い、憲法の最終的な有権解釈権は、最高裁判所ではなくて憲法裁判所に移管される
ため、両者の間の調整を図った規定である。 



 第五節 憲法裁判所 

 
１ 憲法裁判所の権能 
 ① 憲法適合性の裁判（抽象的・具体的規範統制） 
・ 憲法裁判所は、一切の法律、条例、命令、規則又は処分がこの憲法に適合するかしな

いかを決定する権限を有する一審にして終審の裁判所とすること。 
・ 上記の憲法適合性の裁判は、次の各号に掲げるとおり、当該各号に掲げる者からの移

送又は申立てに基づいて行うものとすること。 
一 〔具体的規範統制〕 司法裁判所において係属する事件の裁判に関して、当該司法

裁判所から、法律、条例、命令、規則又は処分の憲法適合性の判断を求めるために移送

されたとき。 
二 〔抽象的規範統制〕 法律、条例、命令又は規則が制定（公布）されてから○○日

以内に、当該法律等について内閣総理大臣、衆議院議員若しくは参議院議員のそれぞれ

三分の一以上の議員から、又は条例について当該条例に係る地方自治体の首長若しくは

議会の議員の三分の一以上の議員から、憲法適合性の裁判を求める申立てがあったとき。 
 
 ※ ドイツの憲法裁判所では、以上の２つの権限のほか、一般国民からの「憲法異議の訴え」を受理・審査する

権限も規定されているが、あまりに過大な事務が憲法裁判所に持ち込まれることは、発足当初の制度設計としては

必ずしも適切ではない。イタリアの憲法裁判所にならって、上記の２つの権限に限定したのは、そのような趣旨か

らである。 
 
 ② 権限争訟及び国民投票に関する権限等 
・ ①に規定するもののほか、憲法裁判所は、法律で定める事項に関する権限を行使する

ことができるものとすること。 
 
 ※ 「法律で定める事項」としては、例えば、国と地方自治体あるいは地方自治体相互間の権限争いの裁定、国

民投票の適法性の監督・審査などが想定される。 
 
 
２ 憲法裁判所の裁判官の任命等 
 ・ 憲法裁判所は、○○名の裁判官で構成するものとし、その裁判官は、法律の定めると

ころにより、国会、最高裁判所及び内閣が推薦する名簿に基づいて、天皇が、内閣の助言と

承認に基づいて、任命するものとすること。また、憲法裁判所の長官は、天皇が、内閣の助

言と承認に基づいて、憲法裁判所の裁判官の中から、国会の同意を得て、任命するものとす

ること。 
・ 憲法裁判所の裁判官の任期は○○年とし、再任されないものとすること。 
・ 前項の規定は、法律の定めるところにより、定年制を設けることを妨げるものではな

いものとすること。 
・ 憲法裁判所の裁判官は、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された

場合を除いては、法律の定める弾劾の手続によらなければ、罷免されないものとすること。 
 

 ※ 憲法裁判所の構成は、かなり政治的な中立性が要求されるが、諸外国の憲法裁判所の構成例にならって、立

法・行政・司法がそれぞれ推薦するシステムを採った。いずれにしても、全会一致で選任されるような人物が選ば

れるような運用が望ましい。 



 ※ 第２段落は、再任不可とすることによって、その独立性を強化しようとしたもの。 
 ※ なお、第３段落の訴追・弾劾の手続は、参議院の権能としている（本章第一節の５の④参照）。 
 
 
３ 違憲判決の効力 
・ 憲法裁判所が、１の①の第一号の移送（具体的規範統制）を受けて法律等の規定又は

処分について違憲の判決をしたときは、当該移送に係る事件に関しては、何人もこの判決

に拘束されるものとすること。 
・ 憲法裁判所が、１の①の第二号の申立て（抽象的規範統制）を受けて法律等の規定に

ついて違憲の判決をしたときは、その決定が公示された日の翌日から、当該法律等の規定

は、その効力を失うものとすること。 



第六章 財政 

 
 ※ 現行憲法の「財政」の章（第八章）については、次に掲げる事項以外の事項については、基本的に現行憲法

どおりとする。 
 
１ 財政処理の基本原則 
 ・ 国の財政は、国会の議決に基づいて、内閣がこれを処理するものとすること。 
 ・ 国は、健全な財政を目指して、財政を適正に維持し、及び運営をしなければならない

ものとすること。 
 
２ 複数年度予算の編成等 
 ・ 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、一年を超

えた期間を一会計年度として予算を編成することができるものとすること。 
 ・ 後年度負担を伴う歳出を定める予算を編成する場合には、次世代への財政負担の責任

を明確にするため、法律の定めるところにより、その理由、負担の原因及び数額その他の必

要な情報を開示しなければならないものとすること。後年度負担を伴う歳出を義務づける法

律を制定する場合も、同様とすること。 
  
３ 決算と会計検査院 
 ・ 内閣は、国の収入支出の決算を、その年度の終了後速やかに国会に提出し、その議決

を経なければならないものとすること。 
 ・ 国会は、内閣から決算の提出を受けた場合には、これを会計検査院の検査に付し、そ

の検査報告を受けた上で、これを審査するものとすること。 
 ・ 会計検査院は、国会の附属機関とすること。 
 ※ この規定のポイントは、決算を単なる国会への報告事項ではなくて「議決事項」として国会の関与を強めて

いる点（第１段落）と、会計検査院を国会附属機関としたこと（第３段落）にある。なお、参議院の決算の先議権

については、第五章第一節の５の①を参照。 



第七章 地方自治 

 

 第一節 地方自治の原理 

 
１ 地方自治体の役割 
・ 地方自治体は、住民の生活の基本的な場所である基礎的共同体の重要性にかんがみて、

住民の福祉の増進を図ることを目的として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施

する役割を広く担うものとすること。 
 ※ 地方自治の目標（地方分権の究極のねらい）は、地域住民の生活に密着した行政活動の強化充実によって住

民福祉の向上にあることを確認するものである。これによって、地域社会の有する我が国固有の文化や伝統の継承

にも資することとなろう。 
 
２ 国と地方自治体の役割分担の原則 
・ 国は、外交、防衛等の国際社会における国家としての存立にかかわる事務、司法等の

全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的

な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立って行わなければな

らない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割のみを担うものとし、地方自

治体は、住民に身近な行政をできるだけ幅広く担うものとすること。 
 ※ 上記１の自治体の役割と２の国と自治体の役割分担の原則は、地方分権一括法によって地方自治法に追加さ

れた規定（同法１条の２）を、憲法レベルに格上げしたもの。 
 
・ 上記の地方自治に関する基本的な準則については、法律で定めるものとすること。こ

の法律を定めるに当たっては、地域の特性に応じた多様な組織及び権限が保障されるよう

に配慮しなければならないものとすること。 
 ※ 現行地方自治法は、あまりにも地方自治体の活動を細かく規定していること（例えば、地方議会の議事手続

や定数、附属機関の設置など）にかんがみ、今後は、その大枠のみを定め、各自治体の裁量の幅を拡大するものと

している。ただし、連邦制を採用しようというものではないので、あくまでも国会が定める法律（例えば、「地方

自治基本法」というような法律）で大枠を定める、という骨格は維持することとしている。 
 

 第二節 地方自治体の種類 

 
 ・ 地方自治体は、道州及び市町村並びに自治区（仮称）とすること。 
 ・ 道州は市町村を包括し、市町村は自治区を包括するものとすること。 
 ・ 自治区は、法律の定める手続により設けることができる任意のものとすること。 
 ※ 自治体の種類については、広域的な自治体である道州と、基礎的自治体である市町村の２層制を基本とした。

ただ、市町村合併の結果、市町村が地域住民からやや遠い存在となることにも配慮し、コミュニティ（共同体）と

しての一体性を維持する観点から、「自治区（仮称）」を設けることもできるようにした。 
 



 第三節 地方自治体の権限及び機関 

 
１ 地方自治行政の基本原則（補完性の原則） 
 ① 市町村の事務と基本条例 
 ・ 市町村は、基礎的な地方自治体として、地域における事務を処理するものとし、その

組織及び運営の基本方針については、法律の定めるところにより、基本条例を制定するもの

とすること。 
 ② 自治区の事務 
 ・ 市町村の区域内に自治区が設けられたときは、市町村は、法律の定めるところにより、

その事務を自治区に処理させるものとすること。 
 ③ 道州の事務 
 ・ 道州は、市町村を包括する広域的な地方自治体として、地域における事務のうち、広

域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において市町

村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとすること。 
 ※ 市町村こそが基礎的自治体として、基本的に地域の事務を処理すること、道州は広域的自治体として、市町

村にできないことを中心に事務処理をすることを定め、いわゆる「補完性の原則」を明らかにしたもの。 
 
２ 地方自治体の機関 
 ① 道州の機関 
 ・ 道州には、その議事機関として、住民の直接選挙により選出される議員からなる議会

を設置するものとすること。 
 ・ 道州の長は、住民の直接選挙によって選出されるものとすること。 
 ② 市町村及び自治区の機関 
 ・ 市町村及び自治区の機関については、当該市町村又は自治区の基本条例で定めるもの

とすること。 
 ※ 各自治体の機関の選任方法については、大統領制的な仕組み、議院内閣制的な仕組み、シティマネージャー

制的な仕組みなどさまざまであり得るから、各自治体は、その規模・特質等に応じて、それぞれの自治体の憲法と

もいうべき「基本条例」において自由に定めることができるものとした。 
 ※ しかし、道州については、憲法でもって、議会の設置とその公選、首長の公選というシステムを、一律に採

用することとした。 
 



３ 地方自治体の権能 
① 事務執行権及び条例制定権 
・ 地方自治体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、

法律の範囲内で条例を制定することができるものとすること。 
② 健全財政の責務と課税自主権の保障 
・ 地方自治体は、自主財源を基礎とする健全な財政を目指して、財政を適正に維持し、

及び運営しなければならないものとすること。 
・ 国は、地方自治体の自主財源確保に資するため、法律の定めるところにより、課税自

主権を保障するものとすること。 
 ※ ①は自治体の事務執行権と条例制定権について定めるもので、現行憲法94条そのままの規定であるが、②で

は、健全財政の責務規定（第１段落）とともに、課税自主権の保障の規定（第２段落）を定めている。 



第八章 国家緊急事態及び自衛軍 

 
 

 第一節 国家緊急事態 

 
１ 国家緊急事態の布告 
 内閣総理大臣は、次に掲げる国家緊急事態が生じたと認めるときは、法律で定めるとこ

ろにより、その旨を布告するものとすること。また、国家緊急事態が終了したと認めると

きは、内閣総理大臣は、速やかに、その布告の廃止を決定し、その旨を公示するものとす

ること。 
 一 防衛緊急事態  外部からの武力攻撃により国家の独立又は安全に重大な影響が生じ、
又は生ずるおそれがある事態 
 二 治安緊急事態  テロリスト等による大規模な攻撃その他我が国又は地方自治体の存
立又は自由で民主的な基本秩序に対する差し迫った危険が生じ、又は生ずるおそれがある事

態 
 三 災害緊急事態  大規模な自然災害等により国民の生命、身体又は財産に重大な被害が
生じ、又は生ずるおそれがある事態 
 ※ 防衛緊急事態（いわゆる我が国有事＝武力攻撃事態）以外の場合も含めて、非常事態を３つの類型に分けて、

それぞれの定義を設けることとした。ドイツの基本法（憲法）などの規定を参考にしたものである。 
  
２ 国家緊急事態における措置 
 ① 国民保護の原則 

 国家緊急事態において執られる措置は、すべて国民の生命、身体及び財産の保護を旨

として講ぜられるものでなければならないものとすること。 
 ② 国家緊急事態における基本的な権利・自由の制限に関する措置 
 ・ 国家緊急事態の布告が発せられた場合には、この憲法及びこの憲法の規定に基づく法

律の定めるところにより、第三章に定める基本的な権利・自由は、その布告が発せられてい

る期間、特にこれを制限することができるものとすること。 
 〔制限される権利とその条件………略〕 

 ・ 国家緊急事態においても、この憲法の定めるところにより、基本的な権利・自由は保

障されなければならず、前項の規定によりこれを制限することが余儀なくされるに至った場

合にあっても、その制限に係る措置は必要最小限のものでなければならないものであること。 
 ※ ①において国家緊急事態における国民保護の大原則を定めるとともに、②では、例外的に基本的な権利・自

由が制限されることがあり得ることを定めたものである。 
 



 ③ 内閣総理大臣の職務代行に関する特例措置 
 ・ 国家緊急事態において内閣総理大臣が欠けた場合は、新たに内閣総理大臣が任命され

るまでの間、あらかじめ内閣総理大臣が指名する国務大臣が、一切の内閣総理大臣の職務を

行うことができるものとすること。 
 ④ 国会及び国会議員に関する特例措置 
・ 国家緊急事態において、国会の措置を待つ暇がないときは、内閣総理大臣は、必要な

措置を講ずるため、法律で定めるべき事項に関し政令を制定することができるものとする

こと。ただし、その措置については、国会の事後の承認を得なければならないこと。 
・ 上記に規定する場合のほか、国家緊急事態において、国会を開会することが困難な場

合には、国会の権能は、両院合同緊急委員会が行使するものとし、両院合同緊急委員会の

組織については、法律で定めるものとすること。 
 ・ 国家緊急事態の間に国会議員の任期が満了するときは、その任期は非常事態の終了ま

で延長されることとし、また、国家緊急事態においては、衆議院は解散されないものとする

こと。 
 ※ ③④は、行政・立法の各機関が機能不全に陥った場合の規定である。 
 
３ 国家緊急事態における民主的統制 
 ① 法定主義の原則 

 この憲法に定めるもののほか、国家緊急事態に対処するために内閣総理大臣が講ずる

措置は、法律の定めるところに基づかなければならないこと。 
 ② 国家緊急事態の認定及び措置に関する国会の関与 
 ・ 国家緊急事態の認定及びこれに対処するために講ぜられる措置の概要については、原

則として、国会の事前の承認を得なければならないものとすること。 
 ・ 前項の規定による国会の事前の承認を得ることができないときは、事後に国会の承認

を得なければならないものとすること。この場合において、事後の承認が得られないときは、

当該承認を得ようとした国家緊急事態に係る措置は中止されなければならないものとする

こと。 
 ・ 国会が国家緊急事態の終了を議決したときも、当該国家緊急事態に係る措置は終了さ

れなければならないものとすること。 
 ※ 国家緊急事態の認定及び終了に関して、国会の関与を定めるもので、必要最小限かつ究極のシビリアン・コ

ントロールを機能させるための重要な規定である。 
 



 第二節 自衛軍 

 
１ 自衛軍の設置と武力行使の謙抑性 
 ・ 我が国は、国家の独立及び国民の安全を守るため、内閣総理大臣の最高の指揮監督権

の下に、その任務を遂行するための必要かつ最小限の戦力を保持する組織として、法律の定

めるところにより、志願兵からなる自衛軍を設置するものとすること。 
 ・ 自衛軍による武力の行使は、その任務を遂行するために必要かつ最小限の範囲内で行

われなければならず、また、当該武力の行使に当たっては、事前（緊急の場合は事後）に国

会の承認を要するものとし、その手続及び基準は、法律の定めるところによるものとするこ

と。 
 ※ 第１段落では、自衛軍を憲法上の機関として認知するとともに、①それが内閣総理大臣の指揮下にあること、

②自衛軍の有する実力は「戦力」であること、を定めている。なお、２度出てくる「必要かつ最小限」という謙抑

性を表す言葉は、第四章第一節の２の「武力行使の謙抑性」で既に定められていることなので、論理的には不要な

ものではあるが、その趣旨を明確にするために、重ねて規定しておいた次第である。 
   すなわち、従来の自衛権行使の三要件である①（我が国に対する直接の）急迫不正の侵害、②他に適当な手

段がない、③必要最小限度の範囲内という要件を基本的に引き継ぎつつ、個別的自衛権行使の場面に加えて、限定

された形での集団的自衛権行使の可能性をも容認するべく、上記①の要件を「死活的利益保全するため」とすると

ともに、上記②③の要件については「必要やむを得ない場合」としてまとめて規定した次第である（詳細について

は、第四章第一節の２の解説を参照）。 
 ※ また、この第１段落では、自衛軍が「志願兵」によって組織されることを定めているが、これによって、徴

兵制（兵役義務制）は採用しないことを明らかにしたものである。 
 ※ 第２段落は、自衛軍による武力行使の謙抑性とともに、その発動の手続・基準を法律（安全保障基本法・国

際貢献基本法など）で定めるものとしたものである。 
 
２ 自衛軍の任務 
・ 自衛軍は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つため、防衛緊急事態

に対し我が国を防衛することを目的とすること。 
・ 自衛軍は、上記の任務のほか、法律の定めるところにより、治安緊急事態、災害緊急

事態その他の公共の秩序の維持に当たること及び国際貢献のための活動（武力の行使を伴

う活動を含む。）を行うことをも任務とすること。 
 ※ 自衛軍は、①防衛緊急事態における国家防衛を任務とすることは当然であるが、同時に、②治安緊急事態や

災害緊急事態においても出動できること、③さらには、武力の行使を含む国際貢献の活動をも任務として行うこと

ができること、を明確にしている。 
 
３ 軍事規律維持のための組織等 
 ・ 自衛軍の軍事規律を維持するため、法律の定めるところにより、特別の組織の設置そ

の他の必要な措置を講ずることができるものとすること。 
 ・ 前項の措置については、最終的に、司法裁判所及び憲法裁判所の審査に服することが

保障されるものとすること。 
 ※ 上記のように、自衛軍を「戦力」を有する実力組織＝軍隊として認めることに伴って、その軍事規律の維持

のために、その違反行為に対しては、一般の裁判所とは異なる特別裁判所（＝軍事裁判所）の管轄に服させること

が適切であると考えられる。ただし、他の特別裁判所と同様に（第五章第四節の２）、最高裁判所への上訴（及び

憲法裁判所の判断）は、保障している。 
 



第九章 改 正 

 
１ 憲法改正案の原案の提案権 
 ・ 憲法改正案の原案の提案権は、国会議員のみがこれを有するものとすること。 
 ・ なお、内閣総理大臣たる国会議員は、内閣を代表して、憲法改正案の原案を提案する

ことができるものとすること。 
 ※ 憲法改正案の原案の提案権は、法律案の場合と同様に（第五章第一節の４）、国会議員のみが有することと

した。 
 ※ ただし、法律案の場合と同様に、政府の立場において憲法改正案の原案を提案することもあり得るから（例

えば、政府の行為に対する憲法裁判所の違憲判決を受けて、憲法改正案の原案を政府として提案しようという場合

など）、内閣総理大臣の提案権については、特記することとした。 
 
２ 憲法改正の要件 
 ① 憲法改正の手続 
 ・ この憲法の改正は、次のいずれかの方法によることを要するものとすること。 
  一 各議院の総議員の過半数の賛成で国会が憲法改正案を可決し、法律で定めるところ

により、これを国民投票に付し、その有効投票総数の過半数による承認を経ること。 
  二 各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、憲法改正案を可決すること。 
 ② 改正手続の特則 
 ・ 第一章から第四章まで及びこの章の規定（「総則」、「象徴天皇制」、「基本的な権

利・自由及び責務」及び「平和主義・国際協調」並びに「改正」）の改正は、①の第一号の

方法によらなければならないものとすること。 
 ※ あらゆる場合に両議院の３分の２以上の賛成と国民投票での過半数の賛成を要求する現行憲法の改正手続

を緩和し、国民投票を要しない場合も規定することとした。ただし、我が国の「国柄」ともいえる象徴天皇制や基

本的人権、平和主義に関する規定等については、事柄の重大性にかんがみて、国民投票を義務づけている。 
 
３ 憲法改正の公布 
・ 憲法の改正について、２の①の第一号の承認を経たとき又は同第二号の可決があった

ときは、天皇は、国民の名で、直ちにこれを公布するものとすること。 
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